
上智大学体育会

アイスホッケー部OB会会則

2018年6月23日改定（第６版）



西暦1958年5月1日設立

～会則改定履歴～

１．西暦2001年 6月 1日制定、施行

２．西暦2008年 6月 1日改定、施行

３．西暦2011年 11月 1日改定、施行

４．西暦2013年 6月 8日改定、施行

５. 西暦2015年 7月 4日改定、施行

６. 西暦2018年 6月23日改定、施行



上智大学アイスホッケー部の理念

上智大学の建学の精神のもと、人と人との
交わりを大切にし多様性を認め合うことで、
世の中に貢献する有為な人材を輩出する事
を基本的使命とする。



以下、会則内容の変更・追加・削除については総会開催時の出席会員の
過半数以上の同意を得ること。

１．名称および所在地

(1) 名称は、「上智大学体育会アイスホッケー部ＯＢ会」とする。

但し、振込口座名は、「上智アイスホッケーＯＢ会」とする

(2)会の所在地は、「〒353-0006   埼玉県志木市館１－１－９－６１０
汐見克彦宅」とする。

２．活動方針

(1)上智大学体育会アイスホッケー部および現役部員を応援・援助する。

(2)上智大学体育会アイスホッケー部のOB/OG同士の年次を越えた関
係強化をした上で、会の活性化を図る。

(3)アイスホッケーを試合観戦やプレーヤーとして生涯愛し、追究する。



３．活動内容

(1)OB総会・常任幹事会の開催

①OB総会（会費制）は毎年5～7月に開催し、本会の運営、役員の選
任、会計報告、会則改正、その他整理事項を報告または決定する。

②現役部員も出席可能とし、OB会員との懇親の場も兼ねる。

③必要に応じ、臨時総会を開催し、上記事項を協議決定する事がで
きる。

(2)常任幹事会の開催、運営

①ＯＢ会の決議機関として常任幹事会2回以上に開催する。

②ＯＢ会機能を４つのグループに分け、各グループは年間計画に基
づき業務を執行する。 （別途常任幹事会細則に詳細を記載）



(3)ＯＢ会費・寄付金をもとに現役への寄付金の贈呈

(4)現役の公式戦の応援

①公式戦とは、関東大学リーグ（春/4月～7月・秋/9～12月）、インカ
レ(１月上旬）の各公式戦および上南戦（6～7月）となる。

②原則、日時・場所等の詳細情報は全てメーリスあるいはホーム
ページ上で現役側から提供される。

③原則、試合のチケットは現役側から無償供与される。

(5)現役チームとの合同練習会の開催（通称、OB練習）

(6)上南OB戦の開催（原則、現役チームとの同日開催）

(7)上智大学体育会OB会行事への参画

体育会ＯＢ会への理事派遣・会費支払、ＯＢ会長会・ＯＢ総会の出席



(8)OB/OG名簿の更新ならびに会員への送付

(9)OB・ＯＧの親睦行事の開催（ＯＢ会ゴルフコンペ等）

４．会員資格

(1)OB会員

上智大学体育会アイスホッケー部に１年以上在籍した者とする。

(2)特別会員

上智大学体育会アイスホッケー部を支援いただける父母、教員、企
業、団体等とする。

(3)退会について

①会員が本会の会則を守らず、本会の名誉を毀損したり秩序を乱す
行為のあった時は、常任幹事会の決議で除名することがある。



②会員が何らの事情により退会を申し出た場合は、役員・幹事は慰
留に努める。

５．会費および寄付金

(1)ＯＢ会費

①OB総会終了後にOB総会議事の送付と共にメーリスまたは文書を
通じて依頼する。

②納入方法は、原則、銀行口座自動振替制度による。新規に自動振
替制度に加入する場合は、毎年5月末までに 会計に書類を提出
した場合は、その年の7月12日に本人の指定口座より引き落とさ
れる。但し、何らかの理由により口座振替制度に加入できない場
合は銀行振込・手渡しの方法にて納入することができる。



(2)寄付金

①OB総会終了後または常任幹事会で必要と判断した際にメーリス
または文書を通じて依頼する。

②納入方法、銀行振込・手渡しによるものとする。

(3)金額

①OB会費（年間）

・卒年5年以上のOB/¥10,000

・卒年5年未満のOB/¥ 5,000

・OG/¥5,000

・卒年50年以上のOB/OGは免除可能

②寄付金

・1口/¥ 5,000



(4)銀行振込先

銀行口座 口座名は「上智アイスホッケーＯＢ会」とする。

①みずほ銀行 四谷支店 （普通）1727480

②三井住友銀行 麹町支店 （普通）2633429

③三菱東京UFJ銀行 新座志木支店 （普通）0162165

④ゆうちょ銀行 記号＝10910 （普通）21185461

※他行よりの振込の場合は、店番０１８、店名・○一八、口座番号・
2118546 



６．役員、年代別幹事および会計監事

(1)本会に次の役員、顧問、幹事、会計監事を置く。その任命について
は総会開催時の出席会員の過半数以上の同意を得ること。 但し、
任期は原則 2年とし再任を妨げない。

(2)役員

①会長（1名）：運営全般に関する代表責任者

②副会長（若干名）：会長代行

③常任幹事 （4名）：各グループの実行取りまとめ

④グループ幹事（制約なし）：各グループ業務の実行

(3)顧問（1名）：役員へのOB会運営に関する助言



(4)年代別幹事（制約なし）

年代別ＯＢ・ＯＧのコミュニケーション活性化、会費徴収呼びかけ

(5)会計監事(１名)：会計監査

７．事業年度

毎年４月1日より翌年３月３１日までとする。会計年度も同様とする。

＜附則＞

本会則に定めるもののほか、常任幹事会の組織及び運営に関する事項は
別に定める。



＜附則＞

常任幹事会に関する細則

2018年6月23日改定



～会則改定履歴～

１．西暦2015年 5月31日制定、施行

２．西暦2016年 5月29日改定、施行

３．西暦2018年 6月23日改定、施行





１．常任幹事の職務

(1)ＯＢ会の運営にあたり、常任幹事は下記のグループの業務を分担執
行する。

(2)会計グループ、 総務広報グループ、年代別幹事グループ、現役支
援グループの常任幹事の下に各グループはグループ幹事を置くこと
ができる。幹事グループは年代別に数名ずつ幹事を選任する。

(3)各グループの職務分掌

①会計グループ

・年間予算案の作成

・ＯＢ会費の銀行口座自動振替の促進、データ作成

・ＯＢ会費/寄付金の入金確認、報告、共有



・経費の出納管理

・現役会計報告の確認～OB会会計への反映

・現役予算の確認

①総務・広報グループ

・年間計画案の作成

・常任幹事会/OB総会の企画～進行～議事録作成

・ＯＢ会の記念行事等各種ＯＢ会行事の企画～進行

・OB会管理ファイルの維持管理

・ホームページの維持管理

・OBブログの維持管理・投稿

・ソフィア会ホームページへの投稿



・OB/役員/役員～現役メーリスの維持管理・投稿

・OB会名簿の共有

②年代別幹事グループ

・各年代のOB/OGとのコミュニケーション

・ＯＢ会費の銀行口座自動振替の各年代ごとの促進

・ＯＢ会費・寄付金集金の連絡

・各年代のOB/ＯＧ情報の入手～総務Gr.への連絡

・OB会ゴルフコンペの企画・開催

・各種イベント連絡～出欠確認

③現役支援グループ

・現役の部運営面（会計、広報、等）のサポート



→年賀状/お礼状/販売企画/挨拶メール、など

・ＯＢ会各グループのサポート・現役との調整

・ＯＢ練習の企画

・現役イベントの企画サポート

・卒業後3年までのOB/OG幹事業務サポート→OB訪問

２．常任幹事会の開催

(1)ＯＢ会の業務の運営に関する決議機関として常任幹事会を設ける。

(2)常任幹事会の構成及び召集

会長、副会長、顧問、常任幹事、グループ幹事、監督

（適宜、学生幹部や４年生も召集）



(3)開催

原則、年２回以上、その他に適宜、メーリスも利用する。

(4)内容

ＯＢ会の年間計画・予算の策定、ＯＢ会則の改定検討。

各種課題の協議、学生の行動計画・予算の承認、監督人事の承認。

(5)常任幹事会の議長

議長は、会長がこれにあたる。


